
 

 

マルチジョブホルダー制度とは、複数の会社にパートやアルバイト等で勤務し、それぞれ一社ずつの勤務時間では雇

用保険に加入出来ない(つまり週20時間未満の勤務時間)が、それぞれの会社の勤務時間を足し合わせて週20時間を超

えるなら、足し合わせて雇用保険に加入できるという制度のことです。ただし、65歳以上の短時間で働く方(パート、アル

バイト、嘱託社員、契約社員など呼び方は会社によって様々)が対象になります。 

制度としてどのような流れになるのか、全体のイメージをわかりやすいようにまとめてみましたので、参考としていただ

ければと思います。 （ 手続きは本人が行います。 ） 
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組織の活力アップにお客様よりご好評をいただいている、あおば事務所のセミナーをご案内させていただきます！ 

★組織活力アップ研修  全ての根本がここに！ 基本は全4回、期間は約３ヶ月 

★問題解決プログラム  困難を打ち破り問題を解決していく力を養います！ 

★経営幹部、管理職研修 管理職に必要な意識と心得をお伝えします。 

★チームビルディング  実務を離れてこの研修を受けてみるとみんなの意外な一面を発見するかも？ 

★超採用面接術  他 

実施時間・内容はご相談に応じますので、お気軽にあおば事務所までお問い合わせください。 

■ あおばの研修（組織力アップ、定着向上の為の本質論です）■ 

 
■ 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の 

特例措置については、12月末まで延長されることが決定しました。 

■ 令和３年１２月２９日(水)～令和４年１月４日（火）の期間は冬季休業させていただきます。 

※ 令和４年１月５日（水）は午前中は全社朝礼の為、午後より通常業務とさせていただきます。 

■ お知らせ ■ 

 組織活力が特にオススメ！ 

 
 

■ 企業のご紹介 ■  

 

賞与を支給した場合には届け出が必要ですので、あおば事務所までご連絡ください。賞与支給月に支給がなかった場合も不支給

の届出をしますのでご連絡ください。なお、賞与の計算でご本人負担分を控除する際の保険料率をお知らせいたします。 

 健康保険  4.9％（埼玉）、 4.92％（東京）、 4.87％（茨城）、 4.83％（群馬）、 4.995％（神奈川） 

 介護保険  0.9％（40歳以上65歳未満の方） 、 厚生年金  9.15％ 、 雇用保険  0.3％（建設業は0.4％） 

① 賞与の社会保険料を計算する際には支給額1,000円未満の端数は切り捨てます。※雇用保険料は切り捨てない金額で計算 

たとえば賞与額が123,456円の場合は123,000円としてこの額に上記保険料率を掛けて計算します。 

② 上限額を超えた部分には保険料がかかりません。 

健康保険 1年度で573万円（4月～3月までの賞与額の累計） 

厚生年金 １回の支払い額が150万円（同月に複数回の支払いがある場合はその合計額）  

■  賞与のご連絡をお願いします ■ 

勤務先 

が２社 

勤務先 

が１社 

 

勤務先 

が１社 

お住まいを管轄する 

ハローワーク 
会 社 

社 員 （６５歳以上） 

雇用保険に 

入らない働き方 

勤務開始 継続して勤務 

２社合計で週20時間以上の働き方に… 

書類作成し、各勤務先に追記依頼 

週20時間未満の働き方

追記して社員に返却 

２社分をまとめて、ハローワークへ 
雇用保険に入る 

手続き（※１） 
２社分の本人控えを受領、本人で保管 会社用控えが届く 

退職or勤務減 継続して勤務 

２社合計で週20時間未満の働き方に… 

書類作成し、各勤務先に追記依頼 追記して社員に返却 

＋ 確認資料を添付 
２社分まとめて、ハローワークへ雇用保険から 

抜ける手続き 

（※２） ２社分の本人控えを受領、本人で保管 会社用控えが届く 

ハローワークへ持ち込み 

要件を満たせば給付 

要件を満たした 

ものに給付する 

※３ 

副 業 先 自 社 

※１ … 雇用保険に入った日から、会社では給料から雇用保険料を引いてください。 

※２ … 雇用保険から抜ける日まで、会社では給料から雇用保険料を引いてください。 

※３ … ２社合計で週20時間未満の働き方になった場合は、２社とも届け出が必要です。 

その他にも細かな要件はありますが、新しい制度ですので、疑問がありましたらご遠慮なくご相談ください。 


